
 
 
 
 
 
   番号利用と会社として
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   制度開始前後の会社と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会社として、何を、

の対応 

しての対応 

どこから準備をしたら良いのか 
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   対応準備（手順一覧） 
 
 
 
 
 
     １．マイナンバーの記載が必要な書類の確認。具体的には、  

          給与所得の源泉徴収票や支払調書等の税務関係書類  
         健康保険・厚生年金保険などの雇用保険関係書類 

         （1 年遅れの 29 年 1 月～番号利用） 
 
     ２．マイナンバー収集対象者の洗い出し  
        ① 役員、パート・アルバイトを含む従業員等とその扶養家族 
        ② 講師謝礼や出演料等の報酬の支払先 
        ③ 不動産使用料の支払先 
        ④ 配当等の支払先 
 
 
 
 
 
     １．組織体制の整備  

          経営者をトップとして着手し、会社の規模によっては基本方針の策定も。 
 
     ２．社内規程の見直し  

   これまで個人情報保護法の対象外だった会社は新たに社内規程を 

設ける必要があろう。 
 
     ３．担当部門・担当者の明確化  

          人事、総務、営業等の職場、本社や営業所等に応じて対応が求められる 
 
 
 
 
 
     １．身元確認・番号確認  

          その方法の検討やルールを明確化しておく 
 
     ２．物理的安全管理措置の検討  

          オフィス内の区域管理や漏えい防止 
 
     ３．収集スケジュールの策定  

          利用開始前でも番号収集はできるので、番号通知後のどの時期から 

始めるのかを明確にしておく 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対象業務・対象者の洗い出し 

社内規程等の検討 

安全管理措置の検討 
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     １．収集スケジュールの提示  

          通知カードを紛失しないように注意を喚起する  
          個人番号カードの交付申請を会社として、取りまとめて行うことを 

検討しておく 
 
     ２．教育・研修  する機会を設ける 
 
     ３．利用目的の確定・提示  をしておく 
 
 
 
 
 
     １．人事給与システム 
 
     ２．健康保険組合システム   の改修  

          自社でシステムを構築、あるいは既存システムのカスタマイズを 

している会社 
 
 
 
 

          会社の多くは個人番号関係事務を委託、あるいは再委託するケース 

が想定される。  
          顧問会計事務所は「委託」、いわゆるクラウドサービス事業者は 

「再委託」の関係になる。  
          したがって、会社は会計事務所を監督する立場となり、契約書を結ぶ 

必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典： 日本経済団体連合会 ・ 平成 27 年 3 月 9 日付 

「マイナンバー制度への対応準備のお願い」より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関連システムの改修 

委託先・再委託先の監督 

収集対象者への周知 
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よく使われる用語

番号法が求める特

（出典：速報税理 2

語の整理 

特定個人情報の保護措置 

2015.1.11）  
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基本方針の策定 

本則 
  特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むた

めに、基本方針を策定することが重要である。 

特例的対応 
  基本方針の策定は義務ではありませんが、作ってあれば従業員の

教育に役立ちます。 
○

取扱規程等の策定 

本則 

  事務の流れを整理し、特定個人情報等を①取得する段階、②利用を行
う段階 ③保存する段階 ④提供を行う段階 ⑤削除・廃棄を行う各
管理段階ごとに、組織的・人的・物理的・技術的安全措置を具体的に
取扱いを定める取扱規程等を策定しなければならない。 

特例的対応 

  特定個人情報等の取扱い等を明確化すること。（実務マニュアル・
フロー図等） 

  事務取扱担当者が変更となった場合、確実な引継ぎを行い、責任
ある立場の者が確認すること。 

□
 
□

組織体制の整備 

本則   安全管理措置を講ずるための組織体制を整備する。 

特例的対応 
  事務取扱担当者が複数いる場合、責任者と事務取扱担当者を区分

することが望ましい。 
○

取扱規程等に基づく運用 

本則 
  取扱規程等に基づく運用状況を確認するため、ログイン実績、アクセ

スログ等を記録する。 

特例的対応 
  特定個人情報等の取扱状況の分かる記録を保存する。（業務日報等

への記録や取扱規程に基づくチェックリストの保存等。） 
□

取扱状況を確認する手段の整備 

本則   特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するための手段を整備する。

特例的対応 
  特定個人情報等の取扱状況の分かる記録を保存する。 

（上記と同様） 
□

情報漏えい等事案に対応する体制の整備 

本則 
  情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に、適切かつ迅速

に対応するための体制を整備する。 

特例的対応 
  情報漏えい等の事案の発生等に備え、従業員から責任ある立場の

者に対する報告連絡体制等をあらかじめ確認しておく。 
□

安全管理措置の内容（本則）と従業員数 100 人以下の
中小規模事業者における特例的対応 
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取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し 

本則 
  特定個人情報等の取扱状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及

び改善に取り組む。 

特例的対応 
  責任ある立場の者が、特定個人情報等の取扱状況について、定期

的に点検を行う。 
□

特定個人情報等の適正な取扱いのために求められる人的安全管理措置 

本則 
  事業者は、特定個人情報等の適正な取扱いのために、事務取扱担当者

に対して必要かつ適切な監督を行い、適正な取扱いを周知徹底すると
ともに適切な教育を行う。 

実務上のヒント

  従業員の監督・教育は、事業者の基本です。 
 従業員にマイナンバー4 箇条 
   ①取得・利用・提供のルール 
   ②保管・廃棄のルール 
   ③委託のルール 
   ④安全管理措置のルール 
 を徹底しましょう。 

物理的安全管理措置 

特定個人情報等を取り扱う区域の管理 

本則 
  特定個人情報等の情報漏えい等を防止するために、特定個人情報ファ

イルを取り扱う情報システムを管理する区域、及び事務を実施する区
域を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。 

機器及び電子媒体等の盗難等の防止 

本則 
  管理区域及び取扱区域における特定個人情報等を取り扱う機器、電子

媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するために、物理的な安全管
理措置を講ずる。 

電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止 

本則 
  特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す場合、容

易に個人番号が判明しない措置の実施、追跡可能な移送手段の利用等、
安全な方策を講ずる。 

特例的対応 
  特定個人情報等が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す場

合、パスワードの設定、封筒に封入し鞄に入れて搬送する等、紛
失、盗難等を防ぐための安全な方策を講ずる。 

□

個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄 

本則 

  個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子媒
体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存する。 
又、これらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄
したことについて、証明書等により確認する。 

特例的対応 
  特定個人情報等を削除・廃棄したことを、責任ある立場の者が確

認する。 
□
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技術的安全管理措置 

アクセス制御 

本則 
  情報システムを使用して個人番号関係事務又は個人番号利用事務を行

う場合、事務取扱担当者及び当該事務で取り扱う特定個人情報ファイ
ルの範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行う。 

特例的対応 
  特定個人情報等を取り扱う機器を特定し、その機器を取り扱う事

務取扱担当者を限定することが望ましい。 
○

アクセス者の識別と認証 

本則 
  特定個人情報等を取り扱う情報システムは、事務取扱担当者が正当な

アクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証する。

特例的対応 
  機器に標準装備されているユーザー制御機能（ユーザーアカウン

ト制御）により、情報システムを取り扱う事務取扱担当者を限定
することが望ましい。 

○

外部からの不正アクセス等の防止 

本則 
  情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保

護する仕組みを導入し、適正に運用する。 

特例的対応 

  インターネットにつながっているパソコンで作業を行う場合の対
策として、次のような方法が考えられます。 

  ･ ウィルス対策ソフトウェア等を導入する。 
  ･ 機器やソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等

の活用により、ソフトウェア等を最新状態にする。 

○

情報漏えい等の防止 

本則 
  特定個人情報等をインターネット等により外部に送信する場合、通信

経路における情報漏えい等を防止するための措置を講ずる。 

特例的対応 
  インターネットにつながっているパソコンで作業を行う場合の対

策として、例えば、データの暗号化又はパスワードによる保護等
が考えられます。 

○
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